
 

を越えた搬送体制についても、未整備の県との連携を検討します。 

〔周産期医療連携体制の整備〕 

○ 周産期医療＊において、妊婦が心筋梗塞＊や脳卒中＊等の産科領域以外の 

合併症等を併発した場合に、救命救急センターとの連携が必要となること 

から、県内では、周産期母子医療センター＊等との併設を推進するとともに、 

地域の救命救急センター及び救急基幹センターと緊密な連携を図ります。 

また、総合周産期母子医療センター＊においては、精神疾患を合併する妊産 

婦への対応可能な体制を整えていきます。 

○ 出生後の乳児等への医療については、症例に応じた適切な医療を提供す 

る必要があることから、全県（複数圏域）対応型小児医療連携拠点病院＊で 

ある千葉県こども病院をはじめとして、小児中核病院等と連携した体制の 

整備に努めます。 

         また、円滑に患者を小児医療へと繋げる観点から、小児医療協議会と連 

携を行い課題の共有に努めます。 

○  医師の働き方改革を踏まえ、病院や有床・無床診療所及び助産所等、施 

設間における役割分担や、医師及び特定行為研修＊を受けた看護師や専門 

看護師＊、認定看護師＊、アドバンス助産師＊等とのタスクシェア＊に応じ 

た取組みを促進するため、院内助産所＊や助産師外来＊、オープンシステム ＊･ 

セミオープンシステム＊等の導入について、設置のニーズや地域の実情等 

に応じた整備を推進します。 

〔災害時における周産期医療体制〕 

○ 災害時小児周産期リエゾン＊等を災害医療本部に配置する等、災害時の医 

療体制について強化を図ります。 

○ 周産期医療従事者に対し、災害時対応に必要な専門的・基礎的知識及び 

技術等の研修を行い、災害時小児周産期リエゾン＊を担う人材を養成しま 

す。 

 

 
エ 施策の評価指標 

〔基盤（ストラクチャー）〕 

指  標  名 現状 目標 

分娩千件当たり分娩取扱医師数 
９．５ 

（令和２年度） 

増加 

（令和８年度） 

就業助産師数（出生千対） 
３９．４ 

（令和２年） 

４８．０ 

（令和１０年） 

アドバンス助産師＊数 
２８２人 

（令和５年度） 

増加 

（令和１１年度） 
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指  標  名 現状 目標 

新生児集中ケア認定看護師＊数 
１７人 

（令和４年度） 

増加 

（令和１１年度） 

分娩実施施設数（１５～４９歳

女子人口１０万対） 

７ 

（令和２年度） 

７ 

（令和１１年） 

周産期母子医療センターの数 
１２箇所 

(令和５年度) 

１３箇所 

（令和１１年度） 

ＮＩＣＵ＊整備数 

※診療報酬対象 

１４７床 

（令和４年度） 

１５１床 

（令和１１年度） 

搬送コーディネート件数におけ

る妊産婦入院調整業務支援シス

テム＊の利用割合 

９１．７％ 

（令和４年度） 

１００％ 

（令和１１年度） 

災害時小児周産期リエゾン＊任

命者数 

１２人 

（令和４年度） 

４７人 

（令和１１年度） 

 
 

〔過程（プロセス）〕 

指  標  名 現状 目標 

産後訪問指導を受けた割合 
４２．５％ 

（令和３年） 

４５．０％ 

（令和１１年） 

分娩数に対する病院間搬送件数

の割合（分娩数千対） 

２５．１ 

（令和３年） 

減少 

（令和１１年） 

 
〔成果（アウトカム）〕 

指  標  名 現状 目標 

妊産婦死亡率＊（出産１０万対） 
９．８ 

（令和２年） 

２．７ 

（令和１１年） 

新生児死亡率＊（出生千対） 
０．８ 

（令和３年） 

０．６ 

（令和１１年） 

周産期死亡率＊ 

 ・後期死産率（出生千対） 

 ・早期新生児死亡率 

（出生千対） 

 

２．７ 

０．６ 

（令和３年） 

 

２．０ 

０．５ 

（令和１１年） 
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